
第２回雲南圏域県管理河川に関する減災対策協議会 議事概要 

１．日 時 ： 平成２９年１２月４日（月）１３：３０～１４：３０ 

２．場 所 ： 島根県雲南合同庁舎 ５０１会議室 

３．出 席 者 

 （協議会委員） 

   雲南市  ： 雲南市長 

   奥出雲町 ： 奥出雲町長 

   飯南町  ： 飯南町長 

   国土交通省： 出雲河川事務所長 

   気象庁  ： 松江地方気象台長 

   島根県  ： 雲南県土整備事務所長 

          仁多土木事業所長 

 （オブザーバー） 

   国土交通省： 中国地方整備局河川部 

   島根県  ： 土木部河川課 

４．協議会構成員、オブザーバー 挨拶 

５．議事 

  １）「雲南圏域県管理河川に関する減災対策協議会規約」の改正について 

  ２）「雲南圏域県管理河川に関する減災に向けた地域の取組方針（案）」について 

（１）「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画について 

 （２）地域の取組方針（案）について 

６．議事結果 

  規約改正（案）、地域の取組方針（案）について協議会構成員の賛同を頂いた。 

８．意見交換概要 

【飯南町長】 

ハザードマップの改良・周知については、各市町の取組と捉え、協議会は全体のスケジュ

ール・進捗を確認する場と考えれば良いか。 

また、タイムラインの作成についても、協議会の支援を受けながら、各市町が作成するも

のと考えれば良いか。 



【事務局】 

ハザードマップは各市町で取り組む事項であり、県としてはハザードマップの基礎デー

タとなる洪水浸水想定区域図等を提供することになる。 

また、タイムラインは（水位周知河川に指定されている）雲南市の４河川の資料を提示し

ているが、実洪水等を踏まえ適宜見直すことを考えている。協議会でこのような情報を共有

し、（水位周知河川の無い）奥出雲町・飯南町においてもタイムラインを考えるきっかけを

つくっていきたい。 

【飯南町長】 

ハザードマップの改良・周知の目標時期を平成３３年度末までとしているが、実施に向け

てどのようなスケジュールとなるのか。 

【事務局】 

飯南町では、今後、土砂災害特別警戒区域の調査をすることになるが、これらを含めてハ

ザードマップに載せる必要があるため、調査の進捗にあわせて実施していただくことにな

る。 

【奥出雲町長】 

奥出雲町では土砂災害特別警戒区域の調査を来年度までと聞いているが、ハザードマッ

プ改良の作業はその後と考えて良いか。 

【事務局】 

奥出雲町のハザードマップ改良は土砂災害特別警戒区域の調査後となる。 

【奥出雲町長】 

本年の台風 21号では、町内でも相当に強い雨が降ったことから住民に避難を促したが避

難者は居なかった。奥出雲町は斐伊川の源流にあたり本川が氾濫する恐れは少ないと考え

るが、三刀屋川（雲南市）では度々ニュース等で氾濫の危険を耳にする。本年の三刀屋川の

出水時の状況を参考に教えていただきたい 

【雲南県土】 

三刀屋川坂山橋観測所は、下流の堰の影響もあって水位が上がりやすい状況。本年の台風

18 号ではが坂山橋観測所が氾濫危険水位に到達したため、計画規模の浸水想定区域内にあ

る三刀屋川河口部（斐伊川合流）左岸付近の一宮（いちみや）地区に避難勧告等が発令され

ている。 

【雲南市長】 

ハザードマップ改良に合わせてレッドゾーンを反映することになるが、住民側からは指

定されると住宅の補強等が必要となり困惑しているとの声があると聞いている。この件は、

住民に一番近い自治体が対応する必要があるが、定住化やまちづくりの観点からもレッド

ゾーンのことについては丁寧に説明をしていただく必要がある。レッドゾーンの周知にあ



たって各地域からの不安の声に応える事業や制度が必要と考えるが如何か。 

【事務局】 

土砂災害特別警戒区域については、調査結果を公表することが法律に明記されているの

で、調査結果の公表・周知は行っていく必要がある。一方、住民からの不安については、住

宅補強に補助制度を設けている。そのような情報も住民周知の際には伝えていきたいと考

えている。 

【河川課】 

住宅補強については、本年９月に従来の制度を拡充して、補助上限額を７４万円から１７

０万円としている。 

このような制度を県独自に設けているのは島根県を含め一部の県に限られているが、現

時点では、島根県の補助制度について利用実績は無いと聞いている。国の補助制度も広島土

砂災害以降に創設したと聞いており、レッドゾーン指定に関してこのような制度があるこ

とをご承知おき願いたい。 

【雲南市長】 

住民に不安の声がある中で周知を行うことになるが、このような制度（住宅補強）がある

ことで住民が安心し、指定に納得していただく必要がある。補助制度の充実についてはなお

一層の検討をお願いする。 


